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は
く
さ
ん
保
育
園 

臨

時

看

護

師

　
市
立
は
く
さ
ん
保
育
園
で
は
、

臨
時
看
護
師
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
【
任
用
期
間
】　
月
１
日
～　
年

１０

３１

３
月　
日
（
更
新
の
場
合
あ
り
）

３１

　
【
勤
務
時
間
な
ど
】午
前
８
時
半

～
午
後
５
時
。
勤
務
日
数
は
週
３

日
～
５
日
（
要
相
談
）

　
【
資
格
】看
護
師
の
資
格
を
有
す

る
方
（
正
・
准
い
ず
れ
も
可
）

　
【
賃
金
】時
給
１
６
４
０
円（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
貼

付
）
と
看
護
師
資
格
証
の
写
し
を

〒
２
０
３
儿
８
５
５
５
、
市
役
所

子
育
て
支
援
課
保
育
・
幼
稚
園
係

宛
て
郵
送
ま
た
は
祝
日
を
除
く
月

曜
～
金
曜
日
の
午
前
８
時
半
～
午

後
５
時
に
同
係
（
市
役
所
２
階
）

へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
提

出
し
た
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
４
５
へ
。

内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
主
催
は

就
労
支
援
室
さ
い
わ
い
、
就
労
支

援
室
あ
お
ぞ
ら
。
共
催
は
市
障
害

福
祉
課
。

　
【
日
時
】　

月　
日
（
金
）
午
後

１０

１２

２
時
半
～
４
時
半
（
予
定
）。

　
※
現
地
集
合
・
解
散
。
車
で
の

来
場
可
。

　
【
見
学
先
企
業
】セ
イ
コ
ー
物
流

株
式
会
社
東
村
山
営
業
所
（
東
村

山
市
恩
多
町
１
ノ　
ノ
１
）

１１

　
【
対
象
】市
内
の
企
業
に
勤
務
す

る
方
　
【
定
員
】先
着
５
社（
１
社
２
人

ま
で
）

　
【
参
加
費
】
無
料

　
申
し
込
み
は
９
月　
日
（
木
）

１３

ま
で
に
、障
害
福
祉
課
☎
４
７
０・

７
７
４
７
、フ
ァ
ク
ス（
４
７
５・

８
１
８
１
）
へ
。

　
市
内
で
障
害
者
雇
用
を
積
極
的

に
推
進
す
る
企
業
の
見
学
会
で
す
。

実
際
に
企
業
で
働
い
て
い
る
障
害

者
の
「
は
た
ら
く
姿
」
を
見
学
し
、

継
続
し
て
雇
用
す
る
た
め
の
職
場

環
境
や
雇
用
管
理
な
ど
の
工
夫
・

支
援
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
障

害
者
雇
用
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い

第　

回
障
害
者
雇
用 

１９
促
進
パ
ネ
ル
展

　
市
で
は
、
障
害
者
雇
用
に
つ
い

て
の
理
解
と
協
力
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
毎
年
、
パ
ネ
ル
展

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
も
、

障
害
が
あ
る
方
の
就
労
に
向
け
た

取
り
組
み
や
地
域
の
事
業
所
で
働

く
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
９
月
５
日
（
水
）
～
７

日
（
金
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

～
午
後
４
時
（
５
日
は
午
前　
時
１１

か
ら
）

　
【
会
場
】市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ

ば
・
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル　

障
害
者
就
労
相
談
コ
ー

ナ
ー
を
設
置
し
ま
す

　
パ
ネ
ル
展
最
終
日
に
、
就
労
相

談
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
す
。
障
害

者
就
労
支
援
室
の
ス
タ
ッ
フ
が
就

労
に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
ま

す
。
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
９
月
７
日
（
金
）
午
前

　
時
～
午
後
３
時
半

１０
　
【
会
場
】
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
ま
た
は
各
就
労
支

援
室
へ
。

障
害
者
就
労
支
援
事
業

　
障
害
者
就
労
支
援
室
で
は
、
障

害
が
あ
る
方
か
ら
一
般
就
労
に
関

す
る
相
談
を
お
受
け
し
、
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
障
害
者

雇
用
を
検
討
し
て
い
る
事
業
主
か

ら
の
相
談
も
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　
【
相
談・支
援
内
容
】
求
職
活
動

に
関
す
る
こ
と
▼
就
職
に
向
け
た

準
備
に
関
す
る
こ
と
▼
職
場
定
着

に
関
す
る
こ
と
▼
離
職
に
関
す
る

こ
と
な
ど

　
【
対
象
】
市
内
在
住・在
勤
の
障

害
が
あ
る
方

　
【
利
用
料
】
無
料

　
詳
し
く
は
就
労
支
援
室
さ
い
わ

い
☎
４
７
７
・
３
１
０
０
ま
た
は

就
労
支
援
室
あ
お
ぞ
ら
☎
４
７

６
・
２
６
２
５
へ
。

　
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ
の
事
業

も
利
用
期
間
は
、
申
請
日
か
ら
最

初
に
到
達
す
る
９
月　
日
ま
で
で

３０

す
。
申
請
は
、
障
害
者
手
帳
と
認

め
印
を
持
参
の
上
、
障
害
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

①
日
中
一
時
支
援
事
業

　
日
中
一
時
支
援
事
業
は
、
障
害

者
・
児
を
日
常
的
に
介
護
し
て
い

る
家
族
が
、
急
な
用
事
や
外
出
、

レ
ス
パ
イ
ト
（
一
時
的
な
休
息
）

な
ど
の
理
由
で
、
障
害
者
・
児
の

見
守
り
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、

一
時
的
に
預
か
り
、
日
中
活
動
の

支
援
を
行
う
も
の
で
す
。
さ
い
わ

い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
行
う
都
型
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
と
併
せ
、
ひ
と
月

に
７
日
間
を
上
限
と
し
て
利
用
で

き
ま
す
。

　
【
対
象
】身
体
障
害
者
手
帳
、愛

の
手
帳
、
精
神
保
健
福
祉
手
帳
の

い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
方（　
歳
１８

未
満
の
方
は
、知
的・精
神
の
障
害

が
確
認
で
き
る
診
断
書
で
も
可
）

　
【
利
用
者
負
担
額
】１
回（
８
時

間
以
上
）
の
利
用
に
つ
き
６
０
０

円
（
利
用
時
間
に
応
じ
て
金
額
が

変
わ
り
ま
す
。
非
課
税
世
帯
は
半

額
）②

移
動
支
援
事
業

　
移
動
支
援
事
業
は
、
屋
外
で
の

移
動
に
支
障
が
あ
る
障
害
者
・
児

の
外
出
を
支
援
し
、
余
暇
活
動
な

ど
の
社
会
参
加
を
促
す
も
の
で
す
。

　
ひ
と
月
に
利
用
で
き
る
時
間
は
、

小
学
生
が　
時
間
、
中
学
生
以
上

１０

が　
時
間
。
夏
季（
７
月
～
９
月
）

２０

は
小
学
～
高
校
生
の
利
用
時
間
を

　
時
間
拡
大
し
て
い
ま
す
。

１０
　
【
対
象
】小
学
生
以
上
で
、身
体

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
、
視
覚
、

両
下
肢
お
よ
び
両
上
肢
１
級
、
体

幹
１
級
の
障
害
が
あ
り
、
車
い
す

を
用
い
た
単
独
移
動
が
困
難
な
方
。

ま
た
は
愛
の
手
帳
、
精
神
保
健
福

祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方（　
歳
未

１８

満
の
方
は
、知
的・精
神
の
障
害
が

確
認
で
き
る
診
断
書
で
も
可
）

　
【
利
用
者
負
担
額
】　
分
に
つ
き

３０

　
円
（
両
上
肢
お
よ
び
両
下
肢
、

８０ま
た
は
体
幹
１
級
の
障
害
が
あ
る

方
で
身
体
介
護
あ
り
と
判
断
さ
れ

た
方
は
、　

分
に
つ
き
１
５
５
円
。

３０

非
課
税
世
帯
は
無
料
）

す
で
に
利
用
し
て
い
る
方
へ

　
す
で
に
利
用
し
て
い
る
方
で　
１０

月
以
降
の
継
続
利
用
に
つ
い
て
承

諾
書
を
提
出
い
た
だ
い
た
方
は
、

新
た
な
利
用
決
定
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
。
そ
の
他
の
方
に
は
必
要

書
類
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

　
毎
年
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
聞
こ

え
な
い
人
た
ち
の
こ
と
を
知
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
、

今
年
で　
回
目
と
な
り
ま
す
。
ぜ

２２

ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
東
久
留

米
市
ろ
う
あ
協
会
、
市
障
害
福
祉

課
共
催
。
後
援
は
市
社
会
福
祉
協

議
会
、
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
。

協
賛
は
東
久
留
米
市
手
話
サ
ー
ク

ル
「
フ
レ
ン
ズ
」。

　
【
日
時
】
９
月　
日
（
日
）
午
前

２３

　
時
～
午
後
４
時
（
雨
天
決
行
）

１０
　
【
会
場
】
市
民
プ
ラ
ザ

　
【
内
容
】第
１
部（
午
前　
時　
１０

１５

分
か
ら
）
＝
聞
こ
え
な
い
方
と
交

流
し
な
が
ら
手
話
を
学
べ
る
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
、ゲ
ー
ム
、「
困
っ
て

い
る
こ
と
」
を
劇
や
交
流
を
通
し

て
理
解
を
深
め
る
コ
ー
ナ
ー
な
ど

▼
第
２
部
（
午
後
１
時
か
ら
）
＝

エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂
に
成
功
し
た
聴

覚
障
害
者
の
田
村
聡
氏
に
よ
る
講

演
会
（
当
日
受
け
付
け
。
手
話
通

訳
、磁
気
ル
ー
プ
あ
り
）。
聞
こ
え

な
い
人
た
ち
に
よ
る
和
太
鼓
演
奏

（
午
前　
時
か
ら
と
午
後
３
時
ご

１０

ろ
か
ら
の
２
回
）。屋
外
広
場
で
は
、

バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
、
模
擬
店
、
バ

ザ
ー
、
子
ど
も
ゲ
ー
ム
を
開
催
し

ま
す
　
詳
し
く
は
同
協
会
・
平
山
（
フ

ァ
ク
ス
４
６
８・８
８
１
４
）、
同

サ
ー
ク
ル
「
フ
レ
ン
ズ
」・森
☎
４

７
０
・
０
３
２
２
、
同
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

　
「
介
護
で
疲
れ
て
い
る
の
に
、相

談
で
き
る
人
が
い
な
い
」「
他
の
人

は
ど
う
や
っ
て
接
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
」
な
ど
、
認
知
症
の
方
を
介

護
す
る
家
族
の
日
々
の
不
安
や
心

配
事
な
ど
を
気
軽
に
話
し
に
来
ま

せ
ん
か
。
対
象
の
地
域
を
確
認
し
、

担
当
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
申
し
込
み
の
上
、
ご
参
加
く
だ

さ
い
。
参
加
費
は
１
０
０
円
（
茶

菓
子
代
な
ど
）
で
す
。

◎
中
部
地
域
に
居
住
の
方

　
【
対
象
】
本
町
、
幸
町
、
中
央
町
、

南
沢
、
学
園
町
、
ひ
ば
り
が
丘
団

地
、
南
町
、
前
沢
一
～
三
丁
目

　
【
日
時
】
９
月　
日
（
月
）
午
後

１０

１
時
～
２
時
半

　
【
会
場
】中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー

第
３
会
議
室

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
中
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

０
・
８
１
８
６
ま
た
は
同
セ
ン
タ

ー
本
部
☎
４
５
１
・
５
１
２
１
へ
。

◎
西
部
地
域
に
居
住
の
方

　
【
対
象
】
前
沢
四・五
丁
目
、
滝

山
、
野
火
止
、
八
幡
町
、
柳
窪
、

弥
生
、
下
里

　
【
日
時
】　

月
１
日
（
月
）
午
後

１０

１
時　
分
～
２
時
半

１５

　
【
会
場
】西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
講

習
室
２

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
西
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

２
・
０
６
６
１
へ
。

◎
東
部
地
域
に
居
住
の
方

　
【
対
象
】
上
の
原
、
金
山
町
、
神

宝
町
、
氷
川
台
、
大
門
町
、
小
山
、

東
本
町
、
新
川
町
、
浅
間
町

　
【
日
時
】　

月　
日
（
火
）
午
後

１０

１６

１
時　
分
～
２
時　
分

１５

４５

　
【
会
場
】東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
会

議
室
２

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
東
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

３
・
９
９
９
６
ま
た
は
同
セ
ン
タ

ー
本
部
☎
４
２
８
・
７
７
８
８
へ
。

　
認
知
症
は
誰
で
も
か
か
る
可
能

性
の
あ
る
病
気
で
す
。
た
と
え
認

知
症
に
な
っ
て
も
、
地
域
の
サ
ポ

ー
ト
が
あ
れ
ば
、
住
み
慣
れ
た
地

域
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知

症
の
予
防
方
法
を
一
緒
に
学
び
ま

せ
ん
か
。

　
今
回
は
中
部
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
主
催
で
す
。

　
【
日
時
】
９
月　
日
（
金
）
午
後

２１

２
時
～
３
時
半
（
午
後
1
時
半
か

ら
受
け
付
け
）

　
【
会
場
】南
部
地
域
セ
ン
タ
ー
第

１
・
２
講
習
室

　
【
内
容
】「
認
知
症
の
正
し
い
理

解
や
接
し
方
に
つ
い
て
」「
サ
ポ
ー

タ
ー
と
し
て
で
き
る
こ
と
」
な
ど

　
【
対
象
】
市
内
在
住
・
在
勤
で
、

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を

受
講
し
た
こ
と
が
な
い
方

　
【
定
員
】
先
着　
人
５０

　
【
費
用
】
無
料

　
【
そ
の
他
】手
話
通
訳
あ
り
。
受

講
修
了
者
に
は
、
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
の
目
印
と
な
る
「
オ
レ
ン
ジ

リ
ン
グ
」
を
差
し
上
げ
ま
す

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
９
月
３

日
（
月
）
午
前
９
時
か
ら
中
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

０
・
８
１
８
６
、
フ
ァ
ク
ス
（
４

７
０
・
８
１
８
８
）
へ
。

　
市
内
の
障
害
者
・
児
福
祉
施
設

が
、
福
祉
の
現
場
で
一
緒
に
働
く

仲
間
（
正
規
職
員
・
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
な
ど
）
を
募
集
す
る
合

同
就
職
相
談
・
面
接
会
「
し
ご
と

フ
ェ
ア
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
会
場
内
に
設
け
ら
れ
た
各
事
業

所
の
ブ
ー
ス
を
自
由
に
行
き
来
し
、

早
め
に
ご
確
認
の
上
、
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。　

月
か
ら
利
用

１０

す
る
新
し
い
利
用
決
定
通
知
書
は
、

９
月
中
旬
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

担
当
者
と
直
接
話
を
す
る
こ
と
で
、

障
害
者
福
祉
施
設
で
の
仕
事
に
つ

い
て
、
よ
り
深
く
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
福
祉
の
仕
事
に
興
味
が

あ
る
方
は
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
９
月　
日
（
木
）
午
後

２０

１
時
～
５
時
（
１
時
か
ら
講
演
会

と
各
事
業
所
紹
介
を
開
催
。
約　
３０

分
。
そ
の
後
、
各
事
業
所
の
ブ
ー

ス
で
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
）

　
【
会
場
】
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

　
【
参
加
費
】
無
料

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
特
定
非
営
利
活
動
法

人
ゆ
う
☎
４
２
０
・
１
８
５
０
ま

た
は
市
障
害
福
祉
課
地
域
支
援
係

☎
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

「
５
年
後
納
制
度
」の 

申
し
込
み
が
終
了
し
ま
す

　
通
常
の
保
険
料
の
未
納
期
間

は
、
２
年
間
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
付
で
き
ま
す
が
、
特
例
と

し
て　
年　
月
１
日
～　
年
９

２７

１０

３０

月　
日
の
３
年
間
に
限
り
「
５

３０

年
後
納
制
度
」
が
利
用
で
き
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
過
去
５

年
以
内
の
保
険
料
未
納
分
を
納
付

す
る
と
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
昨

年
の
８
月
か
ら
国
民
年
金
の
受
給

資
格
期
間
が　
年
か
ら　
年
に
短

２５

１０

縮
さ
れ
た
た
め
、
未
納
分
を
納
め

る
こ
と
に
よ
り
年
金
の
受
給
資
格

を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

年
金
事
務
所
で
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。

　
【
対
象
者
】次
の
①
～
③
に
該
当

す
る
方

　
①　
歳
以
上　
歳
未
満
で
５

２０

６０

年
以
内
に
未
納
期
間
（
免
除
以

外
）
や
未
加
入
期
間
が
あ
る

　
②　
歳
以
上　
歳
未
満
で
①

６０

６５

の
期
間
の
ほ
か
任
意
加
入
中
に

未
納
期
間
が
あ
る

　
③　
歳
以
上
で
老
齢
年
金
の

６５

受
給
資
格
が
な
く
任
意
加
入
中

で
あ
る
（　
歳
以
上
で
老
齢
基

６０

礎
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
方

は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
）

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。
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障
害
者
雇
用
支
援
月
間
で
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

障
害
者
雇
用
企

障
害
者
雇
用
企
業業

見
学
会
を
開
催
し
ま

見
学
会
を
開
催
し
ま
すす

第

回
聴
覚
障
害
者
へ
の
理
解
を
深
め
る
集

第　

回
聴
覚
障
害
者
へ
の
理
解
を
深
め
る
集
いい

２２２２
市
民
手
話
ま
つ

市
民
手
話
ま
つ
りり

障
害
者
サ
ー
ビ

障
害
者
サ
ー
ビ
スス

日
中
一
時
支
援
事
業

日
中
一
時
支
援
事
業
・・

移
動
支
援
事
業
の
ご
案

移
動
支
援
事
業
の
ご
案
内内

認
知
症
サ
ポ
ー
タ

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ーー

養
成
講
座
を
開
催
し
ま

養
成
講
座
を
開
催
し
ま
すす

「
認
知
症
介
護
者
家
族
会
」

を
開
催
し
ま
す

障
害
者
・
児
福
祉
施
設
合
同
就
職
相
談
・

面
接
会「
し
ご
と
フ
ェ
ア
」を
開
催
し
ま
す


